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香
川
県
告
示
第
二
十
四
号
中

訂
正

●
香
川
県
告
示
第
三
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
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成
十
六
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十
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香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一
１

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
か
が
わ
市
五
名
字
南
影
ノ
木
屋
二
五
〇
九
の
四
、
字
中
堂
床
一
一
四
八
の
三
、
香
川
郡
塩
江
町

大
字
上
西
字
小
出
川
甲
二
二
四
一
の
四
四
か
ら
甲
二
二
四
一
の
四
七
ま
で
、
字
焼
堂
甲
一
九
七
一
の

二
〇
八
、
甲
一
九
七
五
の
二
六
、
甲
一
九
七
五
の
二
七
、
仲
多
度
郡
琴
南
町
川
東
字
沖
野
三
〇
二
五

の
五
、
字
日
開
谷
三
〇
三
七
の
九
、
三
〇
七
四
の
九
、
三
〇
七
四
の
一
〇
、
三
〇
七
五
の
五
、
三
〇

七
五
の
六
、
三
〇
七
六
の
五
、
三
〇
七
六
の
六
、
字
浅
木
原
三
〇
八
〇
の
三
六
、
三
〇
八
二
の
一
三
、

三
〇
九
二
の
三
、
三
〇
九
五
の
九
、
三
〇
九
五
の
一
〇
、
三
一
二
六
の
七
、
字
奥
林
二
一
七
五
の
一

六
四
、
二
一
七
五
の
一
六
六
、
二
三
〇
三
の
五
、
二
三
三
六
の
一
四
、
二
三
三
六
の
一
五
、
二
三
三

六
の
一
七
か
ら
二
三
三
六
の
二
〇
ま
で
、
字
三
角
二
三
四
五
の
五
、
二
三
四
五
の
一
〇
（
国
有
林
）
、

字
葛
篭
野
二
一
七
五
の
一
一
九
か
ら
二
一
七
五
の
一
二
一
ま
で
、
二
一
七
五
の
一
二
四
、
二
一
七
五

の
一
二
六
、
二
一
七
五
の
一
二
八
、
二
一
七
五
の
一
三
一
、
二
一
七
五
の
一
三
三
、
二
一
七
五
の
一

四
二
、
二
一
七
五
の
一
四
八
、
二
一
七
五
の
一
五
〇
、
二
一
七
五
の
一
五
二
、
二
一
七
五
の
一
五
四
、

二
一
七
五
の
一
五
六
、
二
一
七
五
の
一
六
三
、
字
笠
形
一
一
七
四
の
七
、
字
前
ノ
川
一
一
六
一
の
六

か
ら
一
一
六
一
の
一
二
ま
で
、
一
一
六
二
の
三
、
一
一
六
三
の
四
、
一
一
八
二
の
三
、
一
二
三
六
の

一
五
一
、
字
中
熊
上
二
一
〇
一
の
六
、
二
一
〇
五
の
三
、
仲
南
町
大
字
塩
入
字
地
蔵
前
七
一
八
の
二

三
一
か
ら
七
一
八
の
二
三
三
ま
で
、
字
八
丁
七
二
二
の
八
か
ら
七
二
二
の
一
六
ま
で
、
字
堀
田
七
〇

三
の
二
、
七
〇
三
の
三
、
七
〇
七
の
七
、
七
〇
七
の
九
、
七
〇
九
の
一
一

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

３

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

二
１

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
か
が
わ
市
五
名
字
中
屋
敷
八
二
〇
の
六
、
字
星
越
一
二
一
四
の
六
、
一
二
四
二
の
二
、
字
間
土

二
五
二
一
の
四
二
、
二
五
二
三
の
二
、
二
五
二
三
の
三
、
字
茂
津
田
西
一
九
四
五
の
一
六
か
ら
一
九

第 ８ 号
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告
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

一



四
五
の
一
九
ま
で
、
字
茂
津
田
一
九
五
〇
の
六
、
一
九
五
〇
の
九
、
一
九
五
〇
の
一
〇
、
字
持
寄
一

九
八
〇
の
五
、
一
九
八
〇
の
八
、
一
九
八
六
の
三
、
一
九
八
七
の
二
、
字
口
船
二
五
〇
の
四
か
ら
二

五
〇
の
一
一
ま
で
、
与
田
山
字
定
国
一
六
の
三
、
一
七
の
三
、
小
豆
郡
内
海
町
福
田
字
竿
ヶ
原
乙
一

一
五
三
の
三
・
乙
一
一
六
七
の
四
・
乙
一
一
六
七
の
五
・
乙
一
二
〇
二
の
四
・
乙
一
二
〇
二
の
七
か

ら
乙
一
二
〇
二
の
一
〇
ま
で
（
以
上
八
筆
国
有
林
）
、
乙
一
一
六
三
の
四
、
乙
一
一
六
七
の
一
一
、

乙
一
一
六
七
の
一
三
、
乙
一
一
六
七
の
一
七
、
乙
一
二
〇
二
の
一
一
、
乙
一
二
〇
二
の
一
二
、
乙
一

二
〇
六
の
五
、
乙
一
二
〇
六
の
一
六
、
乙
一
二
〇
六
の
一
七
、
字
近
谷
乙
四
二
七
の
二
・
乙
四
六
四

の
三
か
ら
乙
四
六
四
の
七
ま
で
（
以
上
六
筆
国
有
林
）
、
乙
四
三
六
の
二
・
乙
四
三
七
の
二
・
乙
四

三
八
の
八
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
乙
四
二
五
の
三
、
乙
四
二
五

の
四
、
乙
四
三
六
の
三
、
乙
四
三
七
の
三
、
乙
四
三
八
の
六
、
乙
四
六
三
の
五
、
乙
四
七
八
の
二
、

字
中
道
乙
二
三
九
の
二
、
土
庄
町
字
戸
形
乙
五
二
六
の
三
、
乙
五
二
六
の
四
、
乙
五
二
六
の
六
、
乙

五
二
六
の
七
、
乙
五
五
七
の
二
、
乙
五
五
七
の
三
、
乙
五
五
八
の
九
、
乙
五
五
八
の
一
三
、
乙
五
五

八
の
一
四
、
乙
五
五
九
の
八
、
字
宮
ノ
西
乙
七
三
の
二
、
淵
崎
字
妹
尾
乙
二
四
一
の
四
、
小
部
字
清

水
原
乙
二
七
七
の
二
、
池
田
町
大
字
二
面
字
奥
山
一
六
一
四
の
二
、
香
川
郡
塩
江
町
大
字
上
西
字
小

出
川
甲
二
三
一
二
の
五
〇
か
ら
甲
二
三
一
二
の
五
三
ま
で
、
甲
二
三
一
二
の
七
六
、
甲
二
三
一
二
の

七
九
か
ら
甲
二
三
一
二
の
八
五
ま
で
、
香
川
町
大
字
浅
野
字
横
岡
一
二
二
四
の
二
、
一
二
二
四
の
六
、

大
字
川
東
下
字
山
脇
一
八
八
四
の
五
、
字
清
谷
一
一
八
四
の
七
、
直
島
町
字
重
石
四
〇
六
二
の
三
、

四
一
四
一
の
二
、
字
風
戸
二
五
六
八
、
三
九
〇
三
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
才

ノ
神
三
八
三
九
の
二
（
国
有
林
）
、
三
八
六
六
の
七
、
三
八
六
九
の
一
七
、
三
八
六
九
の
一
八
、
四

一
四
三
の
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
宮
ノ
浦
二
四
一
二
の
五
一
、
字
能
見
二
三
九

六
の
三
〇
、
二
三
九
六
の
三
一
、
二
三
九
六
の
三
三
、
二
三
九
六
の
三
五
か
ら
二
三
九
六
の
三
九
ま

で
、
字
京
ノ
山
三
二
四
二
の
四
、
三
二
四
二
の
五
、
坂
出
市
川
津
町
字
郷
師
山
一
九
六
三
の
二
七
、

一
九
六
三
の
二
八
、
字
波
指
一
七
六
六
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
綾
歌
郡
綾
上
町

山
田
下
字
松
熊
二
七
九
の
三
、
二
七
九
の
六
、
二
七
九
の
八
、
三
二
八
の
二
、
三
四
五
の
二
、
三
四

六
の
四
、
三
四
六
の
五
、
三
六
四
の
二
、
三
六
九
の
四
、
三
六
九
の
五
、
三
七
七
の
二
、
羽
床
上
字

安
帽
子
二
〇
三
九
の
二
〇
、
二
〇
三
九
の
二
七
か
ら
二
〇
三
九
の
二
九
ま
で
、
枌
所
西
字
一
ツ
橋
乙

二
六
四
の
二
、
乙
二
六
五
の
三
、
乙
二
六
五
の
一
九
、
乙
二
六
五
の
三
三
、
乙
二
六
五
の
三
八
、
字

信
常
乙
二
二
二
の
一
八
、
乙
二
二
二
の
一
九
、
西
分
字
西
開
乙
六
一
九
の
一
〇
か
ら
乙
六
一
九
の
一

五
ま
で
・
字
角
ヶ
内
乙
七
七
二
の
三
・
乙
七
七
三
の
三
（
以
上
八
筆
国
有
林
）
、
乙
七
七
三
の
四
、

乙
七
七
三
の
五
、
枌
所
東
字
浦
谷
三
六
四
五
の
三
、
国
分
寺
町
新
居
字
猪
ノ
尻
三
八
五
四
の
一
、
三

八
五
四
の
八
九
、
宇
多
津
町
字
青
ノ
山
三
七
八
四
の
五
、
三
八
一
〇
の
五
、
三
八
一
〇
の
一
〇
、
丸

亀
市
本
島
町
大
浦
字
天
皇
小
路
八
九
一
の
四
、
本
島
町
泊
字
乙
松
ヶ
浦
九
二
一
の
三
、
九
二
九
の
四
、

九
三
〇
の
四
、
九
三
六
の
六
、
本
島
町
小
阪
字
小
阪
九
三
七
の
四
、
九
三
八
の
三
、
九
五
一
の
四
、

九
五
三
の
四
、
九
五
八
の
三
、
九
六
五
の
四
、
九
六
五
の
五
、
仲
多
度
郡
琴
南
町
川
東
字
中
熊
下
一

六
四
〇
の
六
、
一
六
五
五
の
三
、
造
田
字
茶
臼
池
谷
一
一
四
〇
の
一
六
・
一
一
四
〇
の
一
八
（
以
上

二
筆
国
有
林
）
、
一
一
四
〇
の
四
七
、
一
一
四
〇
の
四
八
、
満
濃
町
大
字
炭
所
西
字
江
畑
奥
三
四
六

〇
の
五
一
、
字
橋
谷
二
八
四
二
の
七
、
大
字
吉
野
字
桶
樋
四
二
一
六
の
三
、
多
度
津
町
大
字
東
白
方

字
城
ヶ
下
一
の
二
、
一
の
四
か
ら
一
の
六
ま
で
、
仲
南
町
大
字
七
箇
字
木
槲
四
三
〇
四
の
七
八
、
観

音
寺
市
高
屋
町
字
前
ノ
原
二
五
八
九
の
一
六
、
二
五
八
九
の
一
七
、
二
五
八
九
の
二
二
、
二
五
八
九

の
二
三
、
二
五
八
九
の
二
五
、
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
上
高
瀬
字
末
二
五
三
六
の
五
、
二
五
三
六
の
六
、

字
昼
原
三
四
三
四
の
四
、
字
南
原
三
四
〇
五
の
七
、
三
四
二
六
の
二
〇
か
ら
三
四
二
六
の
二
三
ま
で
、

字
原
五
九
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五
九
六
の
五
、
五
九
六
の
六
、
七
五
一
の
一
八
、

七
七
〇
の
九
、
大
字
上
勝
間
字
地
蔵
原
二
五
一
八
の
三
二
か
ら
二
五
一
八
の
三
六
ま
で
、
大
字
上
麻

字
中
尾
乙
一
二
六
の
四
七
、
乙
一
二
六
の
四
八
、
乙
一
二
六
の
五
五
、
字
岩
瀬
乙
六
九
の
五
七
、
乙

六
九
の
六
二
、
乙
六
九
の
六
四
か
ら
乙
六
九
の
六
六
ま
で
、
大
字
佐
股
字
青
池
乙
一
八
六
の
三
一
・

乙
一
八
六
の
二
三
七
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
乙
一
八
六
の
三
八

か
ら
乙
一
八
六
の
四
〇
ま
で
、
乙
一
八
六
の
二
三
八
、
乙
一
八
六
の
二
三
九
、
大
字
羽
方
字
金
山
二

八
三
一
の
五
、
二
八
三
一
の
六
、
二
八
三
三
の
一
六
、
二
八
三
三
の
一
七
、
字
幸
ノ
神
二
九
一
二
の

五
、
二
九
一
二
の
六
、
字
向
谷
奥
二
七
七
九
の
一
二
、
二
七
七
九
の
三
五
、
二
七
七
九
の
三
六
、
二

七
七
九
の
四
〇
、
二
七
七
九
の
四
六
、
二
七
七
九
の
四
七
、
二
七
七
九
の
四
九
、
二
七
七
九
の
五
〇
、

二
七
七
九
の
六
七
、
二
七
七
九
の
七
三
、
三
野
町
大
字
吉
津
字
丸
林
丙
二
八
六
の
一
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
丙
二
八
六
の
三
、
丙
三
〇
七
の
二
、
丙
三
〇
八
の
一
、
丙
三
〇
八
の
二
、
丙

三
〇
八
の
五
、
丙
三
〇
九
の
一
、
丙
三
〇
九
の
二
、
大
野
原
町
大
字
福
田
原
字
坂
下
四
九
八
の
一
、

五
〇
〇
の
一
、
大
字
萩
原
字
大
谷
乙
三
三
三
の
三
三
、
字
寺
上
二
七
三
八
の
八
か
ら
二
七
三
八
の
一

一
ま
で
、
詫
間
町
大
字
詫
間
字
強
路
七
〇
四
二
の
一
七
か
ら
七
〇
四
二
の
一
九
ま
で
、
七
〇
四
二
の

二
五
、
七
〇
四
二
の
二
九
、
七
〇
四
三
の
六
、
大
字
大
浜
字
灘
乙
四
四
五
の
一
三
、
乙
四
四
五
の
二

三
、
字
野
田
乙
四
九
の
二
五
、
乙
四
九
の
二
六
、
乙
五
〇
の
四
、
仁
尾
町
大
字
仁
尾
字
北
草
木
庚
五

五
六
の
一
〇
、
字
南
草
木
庚
九
五
六
の
四
、
庚
九
五
八
の
三
、
庚
九
七
八
の
七
（
次
の
図
に
示
す
部

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

二



分
に
限
る
。
）
、
庚
九
七
八
の
一
九
、
豊
浜
町
大
字
和
田
字
大
谷
丙
八
一
二
の
二
か
ら
丙
八
一
二
の

五
ま
で

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

三
１

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

香
川
郡
塩
江
町
大
字
上
西
字
細
井
甲
二
一
九
〇
の
五
二
、
甲
二
一
九
〇
の
五
三

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

３

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

四
１

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

小
豆
郡
内
海
町
吉
田
字
家
ノ
上
乙
二
八
一
の
三
・
岩
谷
字
椎
木
乙
一
の
二
・
乙
一
の
四
・
乙
一
の

五
・
橘
字
串
ノ
浦
乙
三
の
六
か
ら
乙
三
の
一
〇
ま
で
・
乙
三
の
一
九
・
乙
九
の
四
・
乙
九
の
五
・
乙

一
〇
の
三
か
ら
乙
一
〇
の
五
ま
で
・
乙
一
三
の
三
・
乙
一
四
の
三
・
乙
一
七
の
三
・
乙
一
九
の
四
・

乙
一
九
の
五
・
乙
五
四
の
二
・
乙
五
四
の
三
・
字
恵
比
須
石
乙
五
五
の
五
・
乙
七
三
の
三
・
池
田
町

大
字
二
面
字
牛
ヶ
浦
二
二
一
七
の
二
・
二
二
一
八
の
二
・
大
字
蒲
野
字
小
蒲
野
五
七
九
の
二
・
高
松

市
亀
水
町
一
四
一
三
の
六
四
・
一
四
一
四
の
六
・
観
音
寺
市
室
本
町
字
七
宝
六
の
二
・
七
の
三
・
一

五
の
三
・
三
六
の
三
・
四
七
の
三
・
四
八
の
三
・
四
八
の
四
・
六
九
の
四
・
六
九
の
七
・
六
九
の
八

・
六
九
の
一
〇
・
九
五
の
三
・
一
〇
一
の
三
・
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
�
乙
四
三
八
の
四
・
乙

四
三
八
の
六
・
字
灘
四
三
九
の
八
・
仁
尾
町
大
字
仁
尾
字
曽
保
甲
一
六
六
四
の
四
・
甲
一
六
六
四
の

九
・
字
南
草
木
庚
九
八
九
の
一
五
・
豊
浜
町
大
字
箕
浦
字
大
西
乙
二
の
四
・
乙
二
の
六
六
・
字
鳥
越

甲
二
四
九
五
の
七
か
ら
甲
二
四
九
五
の
一
一
ま
で
（
以
上
五
五
筆
国
有
林
）

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

３

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

五
１

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

観
音
寺
市
八
幡
町
二
丁
目
乙
一
四
の
五
・
乙
一
四
の
六
（
以
上
二
筆
国
有
林
）

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

３

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
整
備
課
並
び
に
坂
出
市
農
林

水
産
課
、
内
海
町
建
設
農
林
水
産
課
、
直
島
町
建
設
経
済
課
、
高
瀬
町
経
済
課
、
三
野
町
地
域
振
興
課
、

及
び
仁
尾
町
産
業
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
三
十
九
号

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一
１

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

小
豆
郡
内
海
町
岩
谷
字
椎
木
乙
一
の
六
、
乙
一
の
七
、
乙
二
の
六
、
橘
字
串
ノ
浦
乙
三
の
一
一
か

ら
乙
三
の
一
八
ま
で
、
乙
五
の
二
、
乙
五
の
三
、
乙
六
の
四
、
乙
六
の
五
、
乙
七
の
五
、
乙
八
の
六
、

乙
九
の
六
、
乙
一
〇
の
六
か
ら
乙
一
〇
の
八
ま
で
、
乙
一
三
の
四
、
乙
一
三
の
五
、
乙
一
四
の
四
か

ら
乙
一
四
の
六
、
乙
一
七
の
四
か
ら
乙
一
七
の
六
ま
で
、
乙
一
九
の
六
か
ら
乙
一
九
の
八
ま
で
、
乙

一
九
の
一
一
、
乙
一
九
の
一
二
、
字
恵
比
須
石
乙
五
五
の
一
〇
、
乙
六
一
の
四
、
乙
六
一
の
五
、
乙

六
一
の
一
一
か
ら
乙
六
一
の
一
七
ま
で
、
乙
七
三
の
四
、
乙
七
三
の
七
、
乙
七
四
の
二
、
池
田
町
大

字
蒲
野
字
小
蒲
野
五
八
三
の
一
、
観
音
寺
市
室
本
町
字
七
宝
三
六
の
四
、
四
七
の
四
、
四
八
の
五
、

六
四
の
二
、
六
四
の
四
、
六
六
の
一
、
六
九
の
六
、
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
�
乙
四
三
八
の
七
、

乙
四
三
八
の
一
二
、
字
灘
乙
四
三
九
の
一
七
、
乙
四
三
九
の
二
〇
、
乙
四
三
九
の
二
三
、
乙
四
四
一

の
六
、
仁
尾
町
大
字
仁
尾
字
曽
保
甲
一
六
六
三
の
四
か
ら
甲
一
六
六
三
の
六
ま
で
、
甲
一
六
六
四
の

六
か
ら
甲
一
六
六
四
の
八
ま
で
、
字
南
草
木
庚
九
八
九
の
二
八
か
ら
庚
九
八
九
の
三
〇
ま
で

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

３

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

二
１

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

綾
歌
郡
宇
多
津
町
字
青
ノ
山
三
七
八
四
の
五
、
三
八
一
〇
の
五
、
三
八
一
〇
の
一
〇

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

３

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

●
香
川
県
告
示
第
四
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
四
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
二

月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

四
百
三
十
六
号

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

指

定

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
六
、
一
、
一

井
上
胃
腸
科
肛

門
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

井
上

徹

綾
歌
郡
宇
多
津
町
東
分
四
九
番
地

七

平
成
一
六
、
一
、
一
五

お
お
く
ら
医
院

大
倉

敏
裕

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
辛
四
〇

番
地
五

平
成
一
六
、
一
、
一

前
田
歯
科
医
院

前
田

和
也

仲
多
度
郡
琴
平
町
一
九
八
番
地

廃

止

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
五
、
一
一
、
二
三

綾
南
医
院

末
澤

恒
夫

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮
五
一
〇

平
成
一
五
、
一
二
、
三
一

井
上
病
院

井
上

徹

綾
歌
郡
宇
多
津
町
東
分
四
九
番
地

七

平
成
一
五
、
一
一
、
二
四

古
川
歯
科
医
院

古
川

恭
平

坂
出
市
川
津
町
三
七
〇
五
番
地
六

平
成
一
五
、
一
二
、
三
一

前
田
歯
科
医
院

前
田

博
子

仲
多
度
郡
琴
平
町
一
九
八

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
五
、
一
二
、
一

介
護
老
人
保
健
施
設

ヌ
ー
ベ
ル
さ
ん
が
わ

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石

田
東
甲
一
七
〇
番
地

社
会
福
祉
法
人
祐
正

福
祉
会

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石

田
東
甲
七
六
一
番
地

九

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

小
豆
郡
内
海
町
当
浜
字
南
原
甲
二
四
三
番
一
地
先

か
ら

小
豆
郡
内
海
町
当
浜
字
南
原
乙
五
二
四
番
二
地
先

ま
で

八
・
四

〜
八
八
・
五

二
三
四

平
成
十
二
年

香
川
県
告
示

第
六
百
四
十

八
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

四



●
香
川
県
告
示
第
四
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

善
土
指
道

第
十
七
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
十
九
日

三

指
定
道
路
の
位
置

丸
亀
市
土
器
町
東
七
丁
目
一
〇
二
―
二
、
一
一
四
―
二
、
一
一
五
―
二
、
一
一

五
―
四
、
一
一
五
―
五
、
一
一
六
―
二
、
一
二
二
―
三
及
び
同
地
先
農
道

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

八
六
・
八
八
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に

供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
が
も

山
田

博
子

高
松
市
勅
使
町
七
〇
三
番
地
二

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
社
会
参
加
を
促
進
し
地
域
で
生
活
を
す
る
た
め
に
必
要
な

事
業
を
行
い
、
地
域
福
祉
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
十
九
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和

三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

件
名

旅
券
業
務
委
託
事
業

２

業
務
委
託
の
概
要

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

３

委
託
期
間

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
平
成
十

六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
適
合
性
評
価
制
度
の
認
証
又
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
制

度
の
認
定
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
委
託
期
間

を
終
了
す
る
。

４

入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当

す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額

の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二

契
約
の
内
容
を
示
す
場
所
及
び
日
時
（
入
札
説
明
会
の
開
催
）

１

場
所

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
庁
北
館
四
階
第
七
会
議
室

２

日
時

平
成
十
六
年
二
月
十
日
（
火
）
午
後
二
時

３

説
明
会
資
料
の
配
布

説
明
会
に
使
用
す
る
資
料
（
入
札
説
明
書
）
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
総
務

部
国
際
課
パ
ス
ポ
ー
ト
室
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
配
布
す
る
。
た
だ
し
、
説
明
会
当
日
に
は
必
ず
持

参
す
る
こ
と
。

三

契
約
の
内
容
に
関
す
る
質
問
の
受
付

契
約
の
内
容
に
関
す
る
質
問
が
あ
る
場
合
は
、
平
成
十
六
年
二
月
十
二
日
（
木
）
か
ら
平
成
十
六
年

公

告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

五



二
月
二
十
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
に
、
香
川
県
総
務
部
国
際
課
パ
ス
ポ
ー
ト

室
に
対
し
、
文
書
で
行
う
こ
と
。

回
答
は
、
平
成
十
六
年
二
月
二
十
五
日
（
水
）
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
四
日
（
木
）
ま
で
の
間
（
休

日
を
除
く
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
）
香
川
県
総
務
部
国
際
課
パ
ス
ポ
ー
ト
室
で
閲
覧
に

供
す
る
。

四

入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
Ａ
級
に
格
付

け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
平
成
十
六
年
二
月
二
日

（
月
）
か
ら
同
月
十
三
日
（
金
）
ま
で
の
期
間
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県

出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
入
札
日
ま
で
に
Ａ
級
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
れ
ば
入
札
参
加
資
格

を
得
る
。

３

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

４

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
体
制
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
入
札
日
ま
で
に
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
適
合
性
評
価
制

度
の
認
証
若
し
く
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
制
度
の
認
定
の
い
ず
れ
か
を
得
て
い
る
者
又
は
平
成
十

六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
認
証
若
し
く
は
認
定
を
得
ら
れ
る
見
込
み
の
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
掲
げ
る
資
格
調
査
書
に
指
定
の
書
類
を
添
え
て
提

出
し
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
者

に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

六

資
格
調
査
書
の
提
出
及
び
入
札

１

資
格
調
査
書
の
提
出

�

提
出
期
限
及
び
提
出
場
所

�

期
限

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で

�

場
所

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
総
務
部
国
際
課
パ
ス
ポ
ー
ト
室
（
電
話

〇
八
七
―
八
三
二
―
三
一
七
三
）

２

入
札

�

日
時

平
成
十
六
年
三
月
五
日
（
金
）
午
後
二
時

�

場
所

香
川
県
庁
北
館
三
階
会
計
課
入
札
室

�

郵
便
等
に
よ
る
入
札
は
不
可
と
す
る
。

七

落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価

格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
申
込
み
に
係
る
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た

履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
そ
の
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正

な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ

の
者
を
落
札
者
と
せ
ず
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
他
の
者
の
う

ち
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

八

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

規
則
第
百
五
十
二
条
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
免
除

３

入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４

入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
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第
九
一
〇
二
号
）
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札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

予
約
完
結
権
の
譲
渡
禁
止

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

７

契
約
書
作
成
の
要
否

要

８

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
十
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
内
容

１

購
入
等
件
名
及
び
予
定
数
量

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

三
、
一
二
〇
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

２

調
達
案
件
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３

納
入
期
間

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

納
入
場
所

香
川
郡
直
島
町

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー
内

５

入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課

税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記

載
す
る
こ
と
。

二

入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
六
年
三
月
十
一

日
ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格

付
け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

３

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

４

本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

過
去
三
年
間（
平
成
十
三
年
一
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
を
い
う
。）

に
お
い
て
、
本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
と
同
種
又
は
類
似
物
品
の
販
売
実
績
が
あ
る
こ
と
。

６

本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
の
規
格
に
合
致
し
た
物
品
を
確
実
に
納
入
し
得
る
こ
と
を
証
明
し
た

者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
５
及
び
６
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
六
年
三
月
十
一
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
物
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
納
入
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

た
だ
し
、
入
札
書
を
入
札
日
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
３
に
記
載
し
た
日
時

及
び
場
所
に
よ
る
。

２

郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

七



事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入
札

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
書
留
又
は
信
書
便
で
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
を
用
い
、
か
つ
、
親
展
の

封
書
で
送
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
（
郵
便
又
は
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入

札
書
の
受
領
期
限
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）
。

３

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
三
月
二
十
五
日
午
前
九
時

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目

一
番
一
〇
号

香
川
県
庁
北
館
三
階
会
計
課
入
札
室

五

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４

入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５

落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。
な
お
、
契
約
時
に
入
札
価
格
の

内
訳
書
の
提
出
及
び
事
情
聴
取
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

６

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８

契
約
書
作
成
の
要
否

要

９

本
件
入
札
は
、
そ
の
契
約
に
係
る
予
算
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
降
で
当

該
予
算
の
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
効
力
が
生
ず
る
。

１０

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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―２９８１

●
香
川
県
公
告
第
五
十
一
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
内
容

１

購
入
等
件
名
及
び
予
定
数
量

消
石
灰

一
、
一
四
四
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

２

調
達
案
件
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３

納
入
期
間

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

納
入
場
所

香
川
郡
直
島
町

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー
内

５

入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）
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に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課

税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記

載
す
る
こ
と
。

二

入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
六
年
三
月
十
一

日
ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格

付
け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

３

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

４

本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

過
去
三
年
間（
平
成
十
三
年
一
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
を
い
う
。）

に
お
い
て
、
本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
と
同
種
又
は
類
似
物
品
の
販
売
実
績
が
あ
る
こ
と
。

６

本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
の
規
格
に
合
致
し
た
物
品
を
確
実
に
納
入
し
得
る
こ
と
を
証
明
し
た

者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
５
及
び
６
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
六
年
三
月
十
一
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
物
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
納
入
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

た
だ
し
、
入
札
書
を
入
札
日
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
３
に
記
載
し
た
日
時

及
び
場
所
に
よ
る
。

２

郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入
札

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
書
留
又
は
信
書
便
で
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
を
用
い
、
か
つ
、
親
展
の

封
書
で
送
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
（
郵
便
又
は
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入

札
書
の
受
領
期
限
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）
。

３

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
三
月
二
十
五
日
午
前
十
時
三
十
分

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町

四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
庁
北
館
三
階
会
計
課
入
札
室

五

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４

入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５

落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。
な
お
、
契
約
時
に
入
札
価
格
の

内
訳
書
の
提
出
及
び
事
情
聴
取
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

九



６

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８

契
約
書
作
成
の
要
否

要

９

本
件
入
札
は
、
そ
の
契
約
に
係
る
予
算
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
降
で
当

該
予
算
の
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
効
力
が
生
ず
る
。

１０

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六

Sum
m
ary

１
N
ature

and
quantity

of
products

to
be
purchased：

Slaked
lim
e
１
，１４４
，０００
kg

２
Tim
e― lim

it
for
tender:

10
:30
a.m
.,M
arch

25,2004

３
C
ontact

point
for
the

notice
:N
aoshim

a
Environm

ent
C
enter,K

agaw
a
Perfectural

G
overnm

ent,2628 ―1,N
aoshim

a― cho,K
agaw

a― gun,K
agaw

a― ken,Japan
761―3110

Tel

０８７
―８９２

―２９８１

●
香
川
県
公
告
第
五
十
二
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
内
容

１

購
入
等
件
名
及
び
予
定
数
量

生
石
灰

二
、
三
四
〇
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

２

調
達
案
件
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３

納
入
期
間

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

納
入
場
所

小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
家
浦

５

入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課

税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記

載
す
る
こ
と
。

二

入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
六
年
三
月
十
一

日
ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格

付
け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

３

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

４

本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

過
去
三
年
間（
平
成
十
三
年
一
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
を
い
う
。）

に
お
い
て
、
本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
と
同
種
又
は
類
似
物
品
の
販
売
実
績
が
あ
る
こ
と
。

６

本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
の
規
格
に
合
致
し
た
物
品
を
確
実
に
納
入
し
得
る
こ
と
を
証
明
し
た

者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
５
及
び
６
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
六
年
三
月
十
一
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

一
〇



入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
物
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
納
入
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

た
だ
し
、
入
札
書
を
入
札
日
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
３
に
記
載
し
た
日
時

及
び
場
所
に
よ
る
。

２

郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入
札

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
書
留
又
は
信
書
便
で
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
を
用
い
、
か
つ
、
親
展
の

封
書
で
送
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
（
郵
便
又
は
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入

札
書
の
受
領
期
限
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）
。

３

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
三
月
二
十
五
日
午
後
一
時

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目

一
番
一
〇
号

香
川
県
庁
北
館
三
階
会
計
課
入
札
室

五

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４

入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５

落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。
な
お
、
契
約
時
に
入
札
価
格
の

内
訳
書
の
提
出
及
び
事
情
聴
取
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

６

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８

契
約
書
作
成
の
要
否

要

９

本
件
入
札
は
、
そ
の
契
約
に
係
る
予
算
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
降
で
当

該
予
算
の
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
効
力
が
生
ず
る
。

１０

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六

Sum
m
ary

１
N
ature

and
quantity

of
products

to
be
purchased：

Lim
e
２
，３４０
，０００
kg

２
Tim
e― lim

it
for
tender:

1
:00
p.m
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３
C
ontact

point
for
the

notice
:N
aoshim

a
Environm

ent
C
enter,K

agaw
a
Perfectural

G
overnm

ent,2628 ―1,N
aoshim

a― cho,K
agaw

a― gun,K
agaw

a― ken,Japan
761―3110

Tel

０８７
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―２９８１
●
香
川
県
公
告
第
五
十
三
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

一
一



（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
内
容

１

購
入
等
件
名
及
び
予
定
数
量

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

五
、
四
六
〇
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

２

調
達
案
件
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３

納
入
期
間

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

納
入
場
所

小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
家
浦

５

入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課

税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記

載
す
る
こ
と
。

二

入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
六
年
三
月
十
一

日
ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格

付
け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

３

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

４

本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

過
去
三
年
間（
平
成
十
三
年
一
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
を
い
う
。）

に
お
い
て
、
本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
と
同
種
又
は
類
似
物
品
の
販
売
実
績
が
あ
る
こ
と
。

６

本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
の
規
格
に
合
致
し
た
物
品
を
確
実
に
納
入
し
得
る
こ
と
を
証
明
し
た

者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
５
及
び
６
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
六
年
三
月
十
一
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
物
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
納
入
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

た
だ
し
、
入
札
書
を
入
札
日
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
３
に
記
載
し
た
日
時

及
び
場
所
に
よ
る
。

２

郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入
札

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
書
留
又
は
信
書
便
で
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
を
用
い
、
か
つ
、
親
展
の

封
書
で
送
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
（
郵
便
又
は
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入

札
書
の
受
領
期
限
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）
。

３

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
三
月
二
十
五
日
午
後
二
時
三
十
分

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町

四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
庁
北
館
三
階
会
計
課
入
札
室

五

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

一
二



効
と
す
る
。

４

入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５

落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。
な
お
、
契
約
時
に
入
札
価
格
の

内
訳
書
の
提
出
及
び
事
情
聴
取
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

６

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８

契
約
書
作
成
の
要
否

要

９

本
件
入
札
は
、
そ
の
契
約
に
係
る
予
算
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
降
で
当

該
予
算
の
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
効
力
が
生
ず
る
。

１０

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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―２９８１

●
香
川
県
公
告
第
五
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
二
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
多
度
津
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

仲
多
度
郡
多
度
津
町
北
鴨
二
丁
目
六
二
七
番
地
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
多
度
津
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

多
度
津
町
産
業
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
五
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
一
号

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

一
三



二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
ー
プ
牟
礼
・
パ
ル
サ
ン
コ
ー
牟
礼
店
別
館

木
田
郡
牟
礼
町
牟
礼
九
九
四
番
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
牟
礼
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

開
店
後
、
国
道
及
び
町
道
の
店
舗
駐
車
場
進
入
口
及
び
出
口
付
近
に
お
け
る
交
通
渋
滞
が
予
想
さ
れ

る
た
め
、
警
備
員
の
数
を
増
員
す
る
等
し
、
事
故
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
対
処
す
る
こ
と
。

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

牟
礼
町
建
設
経
済
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
五
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

有
限
会
社
國
村
不
動
産

高
松
市
上
福
岡
町
一
二
四
〇
番
地

ダ
イ
キ
株
式
会
社

愛
媛
県
松
山
市
美
沢
一
丁
目
九
番
一
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

デ
ィ
ッ
ク
上
福
岡
店

高
松
市
上
福
岡
町
字
深
田
八
一
八
番
地
一
ほ
か

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
前

デ
ィ
ッ
ク
上
福
岡
店

高
松
市
上
福
岡
町
字
深
田
八
一
八
番
地
一
ほ
か

変
更
後

ダ
イ
キ
上
福
岡
店

高
松
市
上
福
岡
町
字
深
田
八
三
八
番
地
一
ほ
か

�

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

変
更
前

一
、
三
四
一
平
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

四
、
一
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

�

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

�

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

変
更
前

位

置

別
図
の
と
お
り

収
容
台
数

四
二
台

変
更
後

位

置

別
図
の
と
お
り

収
容
台
数

二
〇
三
台

�

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

変
更
前

位

置

別
図
の
と
お
り

収
容
台
数

二
三
台

変
更
後

位

置

別
図
の
と
お
り

収
容
台
数

五
四
台

	

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

変
更
前

位
置

別
図
の
と
お
り

面
積

七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

位
置

別
図
の
と
お
り

面
積

二
〇
五
平
方
メ
ー
ト
ル




廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

変
更
前

位
置

別
図
の
と
お
り

容
量

七
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

位
置

別
図
の
と
お
り

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

一
四



容
量

三
一
・
九
立
方
メ
ー
ト
ル

�

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

変
更
前

午
前
九
時
三
十
分

変
更
後

午
前
八
時

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

変
更
前

午
後
八
時

変
更
後

午
後
九
時

	

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

変
更
後

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

な
お
、
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
三
の
１
の
場
所
に
お
い
て
三
の
２
の
期
間
縦
覧
に

供
す
る
。

４

変
更
年
月
日

平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日

二

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
日

三

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の

提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１

記
載
す
べ
き
項
目

�

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

�

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

�

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

�

意
見
の
内
容

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
五
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
観
音
寺
市
柞
田
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
農
業
農
村
活
性
化
農

業
構
造
改
善
事
業
柞
田
地
区
（
大
畑
農
道
）
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
一
月
十
九
日
適
当
と

決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
観
音
寺
市
農
林
水
産
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
満
濃
池

土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

役
員
の

種

類

氏

名

住

所

退

任

年

月

日

監

事

大
坪

惠

丸
亀
市
垂
水
町
三
六
五
番
地
の
一

平
成
一
五
、
一
二
、
二
一

●
香
川
県
公
告
第
五
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

一
五



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
川
東
地
区
土
地
改
良
事
業
共
同
施
行
の
土
地
改
良
事
業
（

非
補
助
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
北
川
東
地
区
）
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定

し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
綾
南
町
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
十
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
土
器
町
西
二
丁
目
八
一
六
の
一
部
、
八
一
九
の
一
部
、
八
二
一
の
一
部
、
八
二
二
の
一
部
及

び
八
二
三
の
一
部

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

三
豊
郡
豊
中
町
大
字
本
山
甲
一
八
二
〇
番
地
一

井
筒

数
滿

●
香
川
県
公
告
第
六
十
一
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
土
器
町
西
三
丁
目
一
九
七
―
二

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
庄
五
八
九
番
地

西
岡

良
晃

西
岡

三
千
代

正

誤

二
ペ
ー
ジ

上
段

誤正

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
（
香
川
県
報
第
九
一
〇
〇
号
）
香
川
県
告
示
第
二
十
四
中
訂
正

第
二
次
選
考
の
総
合
順

位

最
終
合
格
者
発
表
の

日
か
ら
一
月
間

第
二
次
選
考
の
総
合
順

位

最
終
合
格
者
発
表
の

日
か
ら
一
月
間

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

（
第
九
一
〇
二
号
）

一
六


